
地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

本町は、町内の中心部を東西に貫き熊本市へ通じる唯一の幹線公共交通であるバス路線（木山⇔桜町バスターミナ
ル（熊本市））を軸に、路線バスのネットワークが構築されている。住民生活においては町内の各種施設とともに熊本市
の総合病院・大規模な商店等が町民の日常生活の重要な役割を担う中で、路線バスは、車を運転できない高齢者等
を中心に生活に必要不可欠な交通として機能している。

①　本町の交通不便地域である、福田地区及び下陳地域においては、地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミ
ナル（熊本市）」系統の木山産交バス停、木山上町バス停及び惣領バス停と地区とをつなぐ福田地区デマンド型乗合タ
クシーを運行している。
令和3年4月末時点、福田地区の高齢化率は34.8％、下陳地域は39.9％であり、福田地区デマンド型乗合タクシーは、
公共交通サービスを真に必要とする移動制約者のための公共交通サービスとなっており、地域間バス系統である「木
山⇔桜町バスターミナル（熊本市）」等へ接続することで、高齢者も安心した生活を送ることができる。福田地区デマンド
型乗合タクシーを確保・維持することで、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。

②　平成28年4月に発生した熊本地震をきっかけに運行されてきたテクノ団地乗合路線バスは、町内仮設団地の集約
や、災害公営住宅の完成などにより、住民の生活再建が進んだことから、令和2年8月より経由地および名称を変更
し、木山・広安循環線乗合路線バス（フィーダーバス路線）として運行している。
木山・広安循環線乗合路線バスは、左回り・右回りの２路線となり、地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミナル
（熊本市）」系統のバス停へ接続する形で、役場仮設庁舎および町内唯一の仮設住宅となる木山仮設団地、高齢者が
47.6％にものぼる各災害公営住宅をまわるルートとなっており、地域住民の生活交通手段の維持・存続に資するものと
なる。
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事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和　　年　　月　　日

協議会名： 益城町地域公共交通会議

評価対象事業名： 令和4年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金
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